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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外枠と、
　前記外枠に設けられた本体部と、
　前面に遊技領域を有すると共に前記本体部に着脱可能に取り付けられた遊技盤と、
　前記本体部に対し、閉状態と開状態とに変化可能な前面部と、
　外部に露出する特別演出部材と、を備えてなる遊技機であって、
　前記特別演出部材は、前記遊技盤に接続されるものであり、前記遊技盤が前記本体部に
取り付けられた状態で前記前面部が前記閉状態になった後、所定の配置領域に位置するよ
うに移動して当該遊技機の前面側の装飾の一部を構成することを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技領域を有する着脱可能な遊技盤を備えた遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に遊技機は、四角く枠組みされた外枠と、該外枠に設けられた本体部（「前枠」と
も称される。）と、本体部に着脱可能に取り付けられた遊技盤と、本体部の前面を覆う開
閉可能な前面部（「前面扉」とも称される。）と、を備えている。
　かかる遊技機の中には、例えば特許文献１に記載されているように、前面部における球
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皿付近の適宜な場所に、遊技者が直に触れて遊技用の入力を行うための接触型操作部（特
許文献１ではプッシュボタン）が配置されているものがある。このような接触型操作部は
、入力したリアルな感覚があるため、良い結果が得られた場合の達成感が大きく、したが
ってゲームの興趣を増大させ得る効果が期待できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－８３１２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　通常、遊技機は、ある程度使用すると遊技盤を異なるゲーム内容のものに交換して遊技
の興趣を増大させ、もって稼働率を向上させるようにしている。
　ところが、新しい遊技盤の遊技仕様を、既設の遊技仕様に適合させようとすると、ゲー
ムの創作の自由度が制限される問題がある。
【０００５】
　本発明は、上記に鑑みなされたもので、その目的は、遊技盤のゲームの創作の自由度を
大きく確保することが可能な遊技機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の目的を達成するため本発明は、
　外枠と、
　前記外枠に設けられた本体部と、
　前面に遊技領域を有すると共に前記本体部に着脱可能に取り付けられた遊技盤と、
　前記本体部に対し、閉状態と開状態とに変化可能な前面部と、
　外部に露出する特別演出部材と、を備えてなる遊技機であって、
　前記特別演出部材は、前記遊技盤に接続されるものであり、前記遊技盤が前記本体部に
取り付けられた状態で前記前面部が前記閉状態になった後、所定の配置領域に位置するよ
うに移動して当該遊技機の前面側の装飾の一部を構成する遊技機を提供する。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、遊技盤のゲームの創作の自由度を大きく確保することが可能な遊技機
を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】要部の拡大図を含む遊技機の斜視図である。
【図２】前面部の下半部を開いた状態を示す遊技機の斜視図である。
【図３】要部の拡大図を含む遊技盤の斜視図である。
【図４】遊技機の要部縦断面図である。
【図５】遊技機の要部縦断面図である。
【図６】図４の接触型操作部を省略し、さらに要部の拡大図を含む遊技機の要部縦断面図
である。
【図７】遊技機の制御構成を概略的に示すブロック図である。
【図８】要部の拡大図を含む遊技盤交換後の遊技機の斜視図である。
【図９】他の形態を示す遊技機の要部縦断面図である。
【図１０】他の形態を示す遊技機の要部縦断面図である。
【図１１】他の形態を示す遊技機の要部縦断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下に、本発明の実施の形態を図面を参照しつつ説明する。
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　図１に示したように遊技機１は、外枠２と、外枠２に設けられた本体部３と、該本体部
３に着脱可能に取り付けられた遊技盤４と、本体部３の前面を覆う開閉可能な前面部５と
、を備えている。
【００１０】
［外枠］
　外枠２は、木製又は合成樹脂製であって四角く枠組みされており、遊技場の島設備に釘
などで連結される。
【００１１】
［本体部］
　本体部３は、外枠２の前面にほぼ整合する形状であって、該外枠２の一側上下位置（通
常、正面向かって左側上下位置）に設けられているヒンジ金具６に扉状に開閉可能なよう
に取り付けられている。
　また、本体部３は、図示しないが、前面側に前記遊技盤４が整合して収まる遊技盤装着
部を有すると共に後面側に、球タンク、球導出樋、景品球払出装置１０１（図７参照。）
、景品球放出樋などをユニット化した機構盤が装着され、さらにその機構盤の後面側に、
図７のブロック図に示したように景品球払出装置１０１による景品球の払出制御や、後述
する打球発射装置９による遊技球の発射制御を行う本体側制御装置１００等が取り付けら
れている。
　また、本体部３には、前記遊技盤装着部の下側に遊技盤４の下辺を受け且つ該遊技盤４
の表面と面一に連なる発射基板７が形成されており、その発射基板７に、図２に示したよ
うに、前記遊技盤４の後述する遊技領域４ａに向けて遊技球を打ち出すための発射レール
８やソレノイド等による電動駆動方式の打球発射装置９が設けられている。
【００１２】
［遊技盤］
　遊技盤４は、木製又は合成樹脂製の遊技基板４ｂと、その遊技基板４ｂの前面を略円形
に囲うレール部４ｃで概略構成され、そのレール部４ｃで囲われた内側を遊技領域４ａと
して、そこに例えば、液晶等の画像表示装置４ｄ、一般入賞口４ｅ１、始動入賞口４ｅ２
、可変入賞装置４ｅ３等が設けられている。
　また、遊技盤４にはその後面側に、図７のブロック図に示したように、一般入賞口４ｅ
１や可変入賞装置４ｅ３に入賞した遊技球を検出する入賞球センサー４ｓ１や、始動入賞
口４ｅ２に入った遊技球を検出する始動球センサー４ｓ２の各検出信号を受けて処理する
と共に画像表示装置４ｄの表示や可変入賞装置４ｅ３の動作等を制御する盤側制御装置２
００が取り付けられている。
　さらにまた、遊技盤４には、遊技基板４ｂの下側に補助片４ｆが延設されており、その
補助片４ｆに、遊技者が直に触れて遊技用の入力を行うための接触型操作部４０が取り付
けられている。したがって、この補助片４ｆが、接触型操作部４０を取り付けるために遊
技盤４に設けられた取付部である。
【００１３】
［遊技盤－補助片］
　遊技盤４の補助片４ｆは、遊技基板４ｂと一体であり、本体部３の遊技盤装着部に装着
された状態で前記発射基板７の前面に重合位置する。したがって、実施形態では補助片４
ｆの後面に、発射基板７の前面との間に発射通路空間４ｇを設け、その発射通路空間４ｇ
に前記発射レール８を通して遊技球の発射を妨げないようにしている。
【００１４】
［遊技盤－接触型操作部］
　接触型操作部４０は、前記前面部５の前面外部に露出する操作主部４１と、該操作主部
４１と一体の連結アーム４２と、からなる。この連結アーム４２は、側面視略クランク形
状であって、該連結アーム４２の前方上腕部４２ａで操作主部４１の下面を受け支えてい
る。一方、連結アーム４２は、垂直連接腕部４２ｂの下端に突設された後方下腕部４２ｃ
の両側に回動軸４３，４３を有しており、該回動軸４３を、遊技盤４の前記補助片４ｆに



(4) JP 6395457 B2 2018.9.26

10

20

30

40

50

突設された支持具１０，１０の孔１０ａに回動可能に挿通させ、そうして前記操作主部４
１が補助片４ｆの前面で揺動し得るようにしている。実施形態の支持具１０の孔１０ａは
、逆Ｌ字型の長孔であり、したがって接触型操作部４０は、孔１０ａの逆Ｌ字に沿って前
後方向と上下方向に移動自在であり且つ回動自在である。
　一方、遊技盤４の補助片４ｆの前面と、接触型操作部４０の操作主部４１の後面には、
図４に示したように止め具１１の雄型部１１ａと雌型部１１ｂが取り付けられている。こ
の止め具１１は、雄型部１１ａの強制的な抜き差し動作で固定と解除が簡単に行える周知
のロータリーキャッチであり、接触型操作部４０を起立姿勢に支持するものである。
【００１５】
　図１～図４に示した接触型操作部４０の操作主部４１は、機械式の押しボタンであって
、図４と図７に示したように遊技盤４の裏側に引き出したケーブル１２を介して前記盤側
制御装置２００に接続されており、例えば遊技領域４ａの画像表示装置４ｄに三列のドラ
ム画像が変動表示されている状況下で、その変動表示の停止を実質的に又は演出的に入力
するようになっている。
　なお、前記ケーブル１２は、図４に示したように接触型操作部４０が起立位置にある状
態で補助片４ｆの下辺より下にはみ出ているが、該ケーブル１２は、常時補助片４ｆの下
辺より下にはみ出ないように設定するか、或は、接触型操作部４０を起立位置に置いたと
き補助片４ｆの下辺より下にはみ出ないよう、例えば補助片４ｆと連結アーム４２の間の
空間などに収納されるようにしてもよい。そうすることにより、接触型操作部４０を有す
る遊技盤４を運搬したり床に並べたりする際に、床に擦れたり補助片４ｆに挟まれるなど
してケーブル１２が破損する、というようなトラブルが起きにくい。
　また、ここでは接触型操作部４０にケーブル１２を接続するようにしたが、例えば図９
に示したように接触型操作部４０と遊技盤４に、接触型操作部４０が使用位置（起立位置
）にあるとき結合し得るコネクタ１１ｃ（好ましくは、結合が容易なドロワーコネクタ）
を設けて接触型操作部４０と盤側制御装置２００を電気的に接続するようにしてもよい。
そうすることにより前記止め具１１に代えてコネクタ１１ｃで接触型操作部４０の起立姿
勢を支持することができる。さらにこの場合、補助片４ｆの下側のケーブル類をなくする
ことができるため、遊技盤４を運搬したり床に並べたりする際に、床に擦れたり補助片４
ｆに挟まれるなどしてケーブル類が破損する、というようなおそれもない。
【００１６】
［前面部］
　前面部５は、本体部３の前面にほぼ整合する形状であって、外枠２に設けられている前
記ヒンジ金具６で扉状に開閉可能なように取り付けられている。したがって前面部５は、
本体部３の前面を覆う閉状態と、本体部３の前面を露出する開状態とに変化し得る。実施
形態の前面部５は、遊技盤４の遊技領域４ａに対応する上半部５ａと、本体部３の発射基
板７に対応する下半部５ｂとに分割されており、それぞれが独立した状態で開閉し得る。
もっとも上半部５ａと下半部５ｂは、双方の連結部分が、上半部５ａの下縁の前方に下半
部５ｂの上縁が重なる合わせ構造になっており、具体的には、図５に示したように上半部
５ａの下縁のコ字状鉤部１３に、下半部５ｂの上縁の差込み片１４が前面側から嵌り込む
合わせ構造になっている。したがって上半部５ａは、下半部５ｂによって閉位置にロック
され、下半部５ｂを先行して開かなければ開かない。
【００１７】
［前面部－上半部］
　前面部５の上半部５ａは、遊技盤４の遊技領域４ａをガラスや合成樹脂等の透明板１５
で覆うものであり、額縁状のフレーム１６に図４、図５に示したように透明板１５を嵌め
込んだいわゆるガラス扉枠である。
【００１８】
［前面部－下半部］
　前面部５の下半部５ｂは、図２、図４に示したように本体部３の発射基板７の前面を覆
うものであり、前記した景品球払出装置１０１からの遊技球を蓄える球皿１７ａと、該球
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皿１７ａからオーバーフローする遊技球を蓄える下球皿１７ｂと、球皿１７ａの遊技球を
一列に整列させて流下させる球供給路１７ｃと、該球供給路１７ｃの終端に接続されてそ
こから供給される遊技球を前記発射レール８の発射位置１８（図２参照）に一個ずつ供給
する発射球供給装置１９と、遊技用のスイッチ入力や各種表示等を行うために球皿１７ａ
に形成された操作パネル２０と、を備えている。
【００１９】
　実施形態では、下半部５ｂの操作パネル２０の所定領域たる略中央上面に、前面部５の
後側から前側に連通する連絡部たる凹状の受凹部２１が形成されている。この受凹部２１
は、遊技盤４に設けた前記接触型操作部４０の操作主部４１の底面と連結アーム４２の前
面とが整合する形状になっており、下半部５ｂを閉じた状態で該受凹部２１に接触型操作
部４０が操作主部４１を外部に露出させた状態で嵌まり込む。
　なお、下半部５ｂを閉じた状態で接触型操作部４０は、該下半部５ｂの受凹部２１に嵌
っているが、この状態で接触型操作部４０の操作主部４１は後面の上部が前面部５の上半
部５ａの下縁前方に被さるようになっている。
【００２０】
　ところで上記のように下半部５ｂの受凹部２１は、球皿１７ａの球供給路１７ｃを横断
する位置に設けられているため、球皿１７ａと発射球供給装置１９を結ぶ球供給路１７ｃ
が接触型操作部４０で遮断される。そのため実施形態では、連結アーム４２の前方上腕部
４２ａにトンネル状の連絡横断通路４４を設けて球供給路１７ｃの流路が遮断されないよ
うになっている。このように接触型操作部４０に遊技球を通す連絡横断通路４４を設ける
ようにすれば、球供給路１７ｃの配置による制約を殆ど受けることなく接触型操作部４０
を比較的自由に設計することができる。
【００２１】
　一方、上記のように受凹部２１で分断される球供給路１７ｃを接触型操作部４０の連絡
横断通路４４で橋渡しするようにした場合、前面部５の下半部５ｂを図２のように開いた
とき、接触型操作部４０が離れて球供給路１７ｃの中間部分が欠落するため、もし球皿１
７ａに遊技球があれば受凹部２１に流出してそのまま下方に落下するおそれがある。
【００２２】
　本実施形態では、そのような事態を回避するため、図２、図４、図６に示したように、
球供給路１７ｃの受凹部２１との境界部に、下半部５ｂの開閉動作に連動して流路を開閉
する球止手段２２が設けられている。
　該球止手段２２は、受凹部２１の内壁面に形成した窪み部２２ａに回転可能に軸着され
たストッパー２２ｂと、そのストッパー２２ｂの回転を制御する丸棒状のスライダー２２
ｃと、からなる。
　前記ストッパー２２ｂは、前記窪み部２２ａに嵌まる円板型であり、円周の一部を切り
欠いて球通過口２２ｄとしたものである。
　一方、前記スライダー２２ｃは、その一端をピン２２ｅによってストッパー２２ｂに回
転可能に軸着すると共に、他端を下半部５ｂの後面に突出させて水平方向に往復摺動可能
とし、さらに図示しないスプリングによって下半部５ｂの後面から外部に突出する向きに
付勢されている。
【００２３】
　そして、下半部５ｂが閉じた図４、図６の状態では、スライダー２２ｃの突出側端部が
遊技盤４の補助片４ｆに当たって押されており、このときストッパー２２ｂは、図６実線
のように球通過口２２ｄが球供給路１７ｃに対応するようになっている。したがって、下
半部５ｂが閉じた状態で球供給路１７ｃは、球皿１７ａから発射球供給装置１９に至るま
で連通している。
【００２４】
　一方、図２のように下半部５ｂを開くと、遊技盤４の補助片４ｆに当たって押されてい
たスライダー２２ｃが、該補助片４ｆから離れるため、図６二点鎖線のように、前記スプ
リングの付勢で下半部５ｂの後面側にスライドする。このスライダー２２ｃの動きに引っ
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張られてストッパー２２ｂが図６において反時計回りに回動するため、球通過口２２ｄが
球供給路１７ｃから外れる。したがって、球供給路１７ｃがストッパー２２ｂで遮断され
るため、下半部５ｂが開いて受凹部２１から接触型操作部４０が外れても、球皿１７ａに
ある遊技球が零れない。
【００２５】
　そして、前面部５の下半部５ｂを元の閉じた位置に戻すと、スライダー２２ｃの突出端
部が遊技盤４の補助片４ｆに当たって前方にスライドし、そのスライダー２２ｃの動きで
ストッパー２２ｂが回動して球通過口２２ｄが再び球供給路１７ｃに対応する。
【００２６】
　なお、球止手段２２は、上記のように前面部５の下半部５ｂの開閉動作にリンク機構で
連動させる場合の他、ストッパー２２ｂをモーターやソレノイドで電動駆動させるように
なし、下半部５ｂの開閉動作をセンサーで検出して連動させるようにしてもよい。
【００２７】
　また、前面部５の下半部５ｂを開いたときの球零れの不具合は、接触型操作部４０の連
絡横断通路４４に遊技球がある場合にも生じ得るため、連絡横断通路４４の少なくとも下
流側の端に対しても、下半部５ｂの開動作に連動して流路を閉じ、閉動作に連動して流路
を開く球止手段を設けるとよい。
【００２８】
　また、球止手段２２の開閉動作と前面部５の下半部５ｂの開閉動作を上記のように連動
させなくとも、例えば、前記ストッパー２２ｂを手動で操作し得るようにして下半部５ｂ
を開く前に球供給路１７ｃを手動で閉じ、その状態でストッパー２２ｂから下流にある少
数の遊技球を下球皿１７ｂに移動させてから下半部５ｂを開くようにしてもよい。この場
合、好ましくはストッパー２２ｂが球供給路１７ｃを開いているとき、該ストッパー２２
ｂで下半部５ｂの開きがロックされるようにするとよい。そうすることにより、下半部５
ｂを開く操作と球供給路１７ｃを閉じる操作がワンセットになるため、球供給路１７ｃを
閉め忘れるおそれがない。
【００２９】
［遊技機の制御構成］
　前記のように実施形態の遊技機１は、図７のブロック図に示したように遊技盤４側の盤
側制御装置２００と、本体部３側の本体側制御装置１００を備えており、主として遊技動
作（遊技の進行）、発射動作、払出動作の各制御が両制御装置１００，２００によって分
担して行われている。
【００３０】
［盤側制御装置］
　前記盤側制御装置２００は、主制御基板２０１と、周辺制御基板２０２とを備えている
。
　そして、主制御基板２０１は、一般入賞口４ｅ１や可変入賞装置４ｅ３に入賞した遊技
球を検出する入賞球センサー４ｓ１や、始動入賞口４ｅ２に入った遊技球を検出する始動
球センサー４ｓ２の各検出信号を受けて遊技動作（遊技の進行）を制御する。
　一方、周辺制御基板２０２は、周辺制御部２０３と液晶制御部２０４を備えており、周
辺制御部２０３で前記主制御基板２０１からのコマンド及び接触型操作部４０による遊技
者からの直接的な入力等に基いて遊技中の各種演出を制御すると共に、該周辺制御部２０
３からのコマンドに基いて液晶制御部２０４で画像表示装置４ｄでの演出画像の表示を制
御する。
【００３１】
［本体側制御装置］
　前記本体側制御装置１００は、払出制御基板１０２を備えている。そして、該払出制御
基板１０２は、払出制御部１０３と発射制御部１０４を備えており、前記主制御基板２０
１側からの入賞球に関する検出信号を受けてこの払出制御部１０３で景品球払出装置１０
１による景品球の払出を制御し、一方、発射制御部１０４で、発射球供給装置１９の供給
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タイミング及び打球発射装置９の打球タイミング並びに下半部５ｂに設けたハンドル９０
の調節量に対応する打力を制御する。
【００３２】
　その他、図４において符合１４０は、接触型操作部４０の操作主部４１の後面に突設し
た差込み片であり、下半部５ｂの前記差込み片１４の、前記受凹部２１を設けたことによ
って生じた欠落部分を補うものである。これにより下半部５ｂ側の差込み片１４と、上半
部５ａ側のコ字状鉤部１３の合わせ構造が操作主部４１の差込み片１４０を介してほぼ間
断なく連続するため、上半部５ａと下半部５ｂの継ぎ目を狙った異物の不正挿入を有効に
防止することができる。
　また、図３において符合２５は、補助片４ｆの遊技基板４ｂとの境界部に設けた切欠で
あり、前記発射通路空間４ｇの出口側を広げて発射球の安定通過を確保するためのもので
ある。
　また、図１、図２において符合２６は、前面部５の下半部５ｂの自由端側に設けた錠装
置であり、かかる錠装置２６によって下半部５ｂはもちろん、上記した合わせ構造によっ
て上半部５ａをも施錠することができる。
【００３３】
　実施形態の遊技機１は、以上のように構成されているため、遊技盤４を別のものに交換
する場合は、先ず、図２及び図４二点鎖線のように、前面部５の下半部５ｂを開く。
　次に、接触型操作部４０を支持具１０の孔１０ａに沿って手前に引く。この動作で止め
具１１の接触型操作部４０側の雄型部１１ａが、発射基板７側の雌型部１１ｂから抜ける
。続けて接触型操作部４０を支持具１０の孔１０ａに沿って下降させ、その下降位置で図
４二点鎖線に示したように前傾させる。
　次に、前面部５の上半部５ａを開き、本体部３の遊技盤装着部から遊技盤４を引き出し
て外す。
　そして、別の遊技盤４を本体部３の遊技盤装着部に嵌めて固定し、先ほどとは逆の手順
で前面部５の上半部５ａを閉じて接触型操作部４０を起立させ、その起立姿勢が止め具１
１で維持されている状態で前面部５の下半部５ｂを閉じる。
【００３４】
　図６は、遊技盤４を交換した後の遊技機１を示すものである。この場合の遊技盤４は、
例えば釣りを題材にしたゲームに関するもので、接触型操作部４０には画像表示装置４ｄ
に表示される釣りの映像に合わせて「食いつき」や「引き」の感触を遊技者に伝える（出
力する）レバー４５が設けられている。また、レバー４５は入力装置にもなっており、レ
バー４５を釣り竿のように操って首尾良く魚を釣り上げた場合に大当りの確率が向上し、
一方、逃がした場合には「ハズレ」になるように設定されている。なお、遊技盤４の遊技
領域４ａと接触型操作部４０の操作主部４１のモチーフは遊技内容に合わせて共通化され
ている。
【００３５】
　このように本発明の遊技機１は、接触型操作部４０を遊技盤４に設けて該遊技盤４と一
体に着脱し得るようにしたため、遊技盤４の遊技仕様と接触型操作部４０の遊技仕様を常
にマッチさせることができる。したがって交換する遊技盤４のゲームの創作の自由度が、
接触型操作部４０の存在によって制約を受けるおそれがなく、比較的自由にゲームを創作
することができる。
　また、接触型操作部４０を遊技盤４に設けて該遊技盤４と一体に着脱可能な構成としつ
つも、従来と同様に前面部５における球皿１７ａの近傍に接触型操作部４０を設けること
が可能であり、遊技者に違和感を与えたり、操作性が低下してしまうことも防止できる。
　また、本発明の遊技機１は、遊技盤４の下部に補助片４ｆを設けて該補助片４ｆに接触
型操作部４０を取り付けるようにしたため、通常の遊技盤では設置スペースの確保が困難
な例えば遊技領域の中心下方に近いような場所にも安定的に設置することができる。すな
わち、通常の遊技盤は、遊技基板の下部に、発射球が進入する進入口や発射レール、ある
いはアウト口が設けられており、直下に下辺があるため、所定の大きさを有する接触型操
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作部４０を保持・設置するための空きスペースの確保が困難である。これに対し、本発明
の遊技機１のように遊技基板４ｂの下部に補助片４ｆを設け、この補助片４ｆを接続部材
として利用して遊技基板４ｂに接触型操作部４０を間接的に組み付けることで、遊技基板
４ｂに従来と同等の遊技領域４ａを形成可能としつつ、遊技基板４ｂの比較的自由な位置
に比較的自由な形状・大きさの接触型操作部４０を安定的に設置することが可能となる。
なお、補助片４ｆは、上述した実施形態のように、遊技基板４ｂの後面側や、あるいは前
面側で接合して組み付けるように遊技基板４ｂと別体の部材としてもよいし、別形態とし
て、遊技基板４ｂの下部を延設した成形（遊技基板４ｂと一体）によるものとしてもよい
。
【００３６】
　上記実施形態から、次のような技術的思想が抽出できる。
［技術的思想］
　外枠と、
　前記外枠に設けられた本体部と、
　前面に遊技領域を有すると共に前記本体部に着脱可能に取り付けられた遊技盤と、
　前記本体部の前面を覆う閉状態と、前記本体部の前面を露出する開状態とに変化可能な
前面部と、
　遊技者が直に触れて遊技用の入力を行うための接触型操作部と、を備えてなる遊技機で
あって、
　前記遊技盤の下部には、前記接触型操作部を取り付けるための補助片が設けられており
、
　前記接触型操作部は、前記補助片に取り付けられ、前記遊技盤とともに前記本体部に対
し着脱可能であって、前記遊技盤が前記本体部に取り付けられた状態で前記前面部が前記
閉状態になった際に、前記前面部の後側から前側にかけて形成される連絡部を介して該前
面部の前面に露出することを特徴とする遊技機。
【００３７】
　以上、本発明を実施の形態について説明したが、もちろん本発明は上記実施形態に限定
されるものではない。例えば、実施形態では接触型操作部４０を単に受凹部２１に嵌め込
む構成としたが、図９及び図２の二点鎖線に示したように接触型操作部４０の外周面と、
受凹部２１の内周面の一方に凸条２３を突設し、他方に該凸条２３に噛合する凹溝２４を
形成し、前面部５の下半部５ｂを閉じる動作で凸条２３と凹溝２４が噛合するようにして
もよい。これにより接触型操作部４０と受凹部２１との隙間を狙った異物の不正挿入が困
難になる。また、図９のように凸条２３と凹溝２４を山型のテーパ状又は半円状にするこ
とで接触型操作部４０と前面部５の下半部５ｂの密着度が高まるため、接触型操作部４０
の安定度が増す。
【００３８】
　また、実施形態では、遊技盤４の補助片４ｆに発射レール８を回避する発射通路空間４
ｇを設けるようにしたが、例えば、発射位置を正面向かって左側にした場合には、前記発
射通路空間４ｇは設けなくてもよい。
【００３９】
　また、実施形態では、前面部５が閉じた状態で、接触型操作部４０の操作主部４１の後
面上部が、前面部５の上半部５ａの下縁前方に被さるようにしたが、接触型操作部４０が
前面部５の上半部５ａに被さらないように設定してもよい。もっとも、実施形態のように
接触型操作部４０の一部が前面部５の上半部５ａの一部に被さるようにした場合には、前
面部５の上半部５ａを開くのに必然的に接触型操作部４０を動かす必要があるため、前面
部５の不正開放が行われ難くなるという防犯上有利な効果を発揮する。
【００４０】
　また、実施形態では、接触型操作部４０の操作主部４１を、連結アーム４２の前方上腕
部４２ａの上面に設けたが、図１０に示したように連結アーム４２の前方上腕部４２ａを
板状の上向き上腕板４２０ａに変更し、その上向き上腕板４２０ａに対して操作主部４１
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せるときには操作主部４１を図１０二点鎖線のように上昇位置におき、下半部５ｂを閉じ
てから操作主部４１を下降させて使用位置にセットする。かかる構成によれば、接触型操
作部４０の操作主部４１を、球皿１７ａの球供給路１７ｃの上方を跨いでセットすること
ができる。したがって、球皿１７ａの球供給路１７ｃが接触型操作部４０で分断されない
から、上記で説明した前面部５の下半部５ｂを開いたときの球零れ対策を省略することが
できる。
【００４１】
　また、実施形態では、遊技盤４に設けた盤側制御装置２００に接触型操作部４０を直接
接続するようにしたが、該接触型操作部４０を本体部３に設けた中継基板（図示せず）を
介して盤側制御装置２００に接続するようにしてもよい。図１１は、その場合の構成の一
例を示したものであり、前面部５の下半部５ｂ（図１１では受凹部２１の内面）に本体部
３側の前記中継基板に接続されたコネクタ２７ａを設置し、一方、接触型操作部４０の前
方上腕部４２ａに該コネクタ２７ａと対をなすコネクタ２７ｂを設置し、接触型操作部４
０を使用位置にセットして下半部５ｂを閉じたとき、コネクタ２７ａ，２７ｂ同士が結合
して接触型操作部４０が前記中継基板を介して盤側制御装置２００に接続されるようにな
っている。従来の遊技機は、前記のように接触型操作部が前面部に設けられていて、本体
部側の中継基板を介して盤側制御装置２００に接続されていたため、本発明の接触型操作
部４０の配線経路をこれと同様にすることにより、従来の制御構成に殆ど変更を加える必
要がないメリットがある。
【００４２】
　また、実施形態では、遊技盤４の遊技基板４ｂと補助片４ｆを一体に形成したが、例え
ば、遊技基板４ｂと補助片４ｆをヒンジ部で連結して少なくとも補助片４ｆが前方蹴上げ
り方向に折れ曲がり得るようにしてもよい。そうすることにより、補助片４ｆや接触型操
作部４０をコンパクトに折り曲げて遊技盤４を自立させることができる。
【００４３】
　また、実施形態では、接触型操作部４０を前面部５の下半部５ｂ略中央に配置するため
に補助片４ｆを遊技基板４ｂの図２に示す位置に設けたが、接触型操作部４０を配置する
箇所および補助片４ｆを設ける位置はこれに限らず、他の位置としてもよい。たとえば、
接触型操作部４０を前面部５の下半部５ｂの左右何れか一方に偏らせて配置するように補
助片４ｆを遊技基板４ｂに設けたり、或いは複数の接触型操作部４０を前面部５の下半部
５ｂの左右方向の複数個所に夫々配置するように複数の補助片４ｆを遊技基板４ｂに設け
るようにしてもよい。
【００４４】
　また、実施形態では、前面部５を上半部５ａと下半部５ｂに分割したが、一枚構造にし
てもよい。この場合、望ましくは、接触型操作部４０を通す前面部５の連絡部をシャッタ
ー付きにして操作主部４１の大きさに応じて開口サイズを変更させ得るようにするのがよ
い。
【符号の説明】
【００４５】
　１　…遊技機
　２　…外枠
　３　…本体部
　４　…遊技盤
　４ａ　…遊技領域
　４ｆ　…補助片（取付部）
　４０　…接触型操作部
　５　…前面部
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